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１ 

二
番
丁
小
学
校 

 
松
平
賴
重
の
命
に
よ
り
水
練
の
指
導
を
し
た
今
泉
八
郎
左
衛
門
盛
行
を
は
じ
め
、
藩
士
数
人
の
屋
敷
跡

に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。 

南
東
隅
に
「
水
任
流
流
祖
之
碑
」
と
「
水
任
流
の
歌
碑
」
が
建
っ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
新
設
統
合
校

校
舎
建
設
工
事
の
た
め
、
一
時
的
に
撤
去
さ
れ
て
い
ま
す
。 

明
治
三
十
五
年
（
１
９
０
２
年
）
四
月
に
開
校
以
来
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
、
平
成
を
経
て
、
平
成
十

三
年
（
２
０
０
１
年
）
に
百
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
開
校
当
時
は
各
学
年
二
ク
ラ
ス
、
在
学
児
童
六
百
二

十
八
名
、
教
員
十
名
、
当
時
小
学
校
は
四
年
制
で
し
た
。
昭
和
七
年
（
１
９
３
２
年
）
に
は
学
校
給
食
を

開
始
、
欠
食
児
童
と
栄
養
不
良
児
童
救
済
の
た
め
実
施
さ
れ
ま
し
た
。 

昭
和
二
十
年
（
１
９
４
５
年
）
に
高
松
空
襲
の
た
め
校
舎
は
全
焼
し
ま
し
た
が
、
昭
和
二
十
一
年
（
１

９
４
６
年
）
に
新
築
第
一
期
工
事
が
竣
工
（
六
教
室
）
し
ま
し
た
。
昭
和
二
十
二
年
（
１
９
４
７
年
）
教

育
基
本
法
学
校
教
育
法
が
公
布
さ
れ
、
二
番
丁
尋
常
小
学
校
は
高
松
市
立
二
番
丁
小
学
校
と
な
り
ま
し
た
。

昭
和
三
十
三
年
に
は
児
童
数
が
ピ
ー
ク
に
達
し
、
教
室
数
四
十
、
児
童
数
千
九
百
九
十
四
名
を
数
え
ま
し

た
。
現
在
は
ク
ラ
ス
数
十
五
、
生
徒
数
四
百
四
十
九
人
と
減
少
し
、
平
成
二
十
二
年
四
月
、
四
番
丁
・
日

新
小
学
校
と
と
も
に
三
校
は
統
合
さ
れ
、
新
し
い
小
学
校
に
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。 
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２ 

二
番
丁
小
学
校
遺
跡 

 

二
番
丁
小
学
校
遺
跡
の
所
在
す
る
範
囲
は
砂
堆
が
広
が
っ
て
お
り
、
近
世
の
城
下
町
が
築
か
れ
る
以
前

か
ら
、
集
落
が
立
地
す
る
の
に
適
し
た
安
定
し
た
地
盤
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
今
回
の

調
査
で
は
、
中
世
か
ら
近
世
初
頭
（
十
二
世
紀
後
半
～
十
七
世
紀
前
半
）
に
か
け
て
の
集
落
跡
が
展
開
し

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。 

 

サ
ン
ポ
ー
ト
周
辺
の
発
掘
調
査
で
も
同
様
な
時
代
の
集
落
跡
や
港
町
の
状
況
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
範
囲
が
ど
の
程
度
ま
で
広
が
っ
て
い
た
の
か
、
今
回
の
調
査
も
含
め
、
今
後
の
調
査
成
果
の
蓄

積
が
期
待
さ
れ
ま
す
。 

 

３ 

弘
憲
寺
（
利
剣
山
遍
照
院
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

本
尊 

不
動
明
王
（
重
要
文
化
財
） 

天
正
十
五
年
（
１
５
８
７
年
）
讃
岐
に
入
国
し
た
生
駒
親
正
は
島
田
寺
（
丸
亀
市
飯
山
町
）
の
良
純
に

帰
依
し
、
鵜
足
郡
に
あ
っ
た
法
勲
寺
が
廃
寺
と
な
り
本
尊
、
霊
宝
を
近
く
に
あ
る
島
田
寺
に
移
し
た
こ

と
か
ら
法
勲
寺
を
再
興
し
、
良
純
に
寺
務
を
執
ら
せ
ま
し
た
。 

慶
長
八
年
（
１
６
０
３
年
）
七
十
八
歳
の
高
齢
で
生
駒
親
正
は
高
松
城
内
で
死
去
し
、
親
正
の
子
一
正

は
、
法
勲
寺
を
父
の
菩
提
を
弔
う
た
め
親
正
の
塚
上
に
移
す
と
と
も
に
、
生
駒
親
正
の
法
名
（
海
依
弘
憲
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大
禅
定
門
）
か
ら
弘
憲
寺
と
改
称
さ
せ
ま
し
た
。 

弘
憲
寺
に
は
多
く
の
寺
宝
が
残
っ
て
お
り
、
鋳
銅

製
で
鍍
金
を
加
え
た
金
剛
盤
な
ど
密
教
法
具
一
式

（
国
指
定
重
要
文
化
財
）
は
東
京
国
立
博
物
館
に
収

蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
堂
の
前
に
大
き
な
岩
が
あ
り

ま
す
。
昔
、
二
代
目
住
職
宥
遍

ゆ
う
へ
ん

上
人
の
怪
力
の
噂
を

聞
い
た
魔
物
が
力
を
試
そ
う
と
投
げ
込
ん
だ
岩
を
、

宥
遍
上
人
は
瞬
時
に
投
げ
返
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
宥
遍
上
人
は
高
野
山
浄
菩
提
院
の
住
職
で
し
た
。

嵯
峨
大
覚
寺
法
親
王
が
高
野
山
に
遊
学
し
た
時
、
宥

遍
上
人
を
師
と
仰
ぎ
、
こ
れ
を
縁
と
し
て
寛
永
十
三

年
（
１
６
３
６
年
）
に
上
人
号
を
授
か
り
ま
し
た
。

法
親
王
は
後
水
尾
天
皇
の
皇
子
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、

宥
遍
上
人
は
天
皇
か
ら
七
條
袈
裟
を
賜
っ
て
い
ま
す
。

寛
文
五
年
（
１
６
６
５
年
）
大
覚
寺
法
親
王
の
命
に

よ
り
、
大
覚
寺
の
末
寺
と
な
り
、
弘
憲
寺
は
讃
岐
の

弘 憲 寺 本 堂  
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触
頭

ふ
れ
が
し
ら

と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
。 

 

な
お
、
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
（
慶
応
四
年 

１
８
６
８
年
）
で
朝
敵
事
件
の

責
任
を
負
っ
た
二
家
老
の
う
ち
、
小
河
又
右
衛
門
久
成
が
切
腹
し
た
場
所
で

も
あ
り
ま
す
。 

《
触
頭

ふ
れ
が
し
ら

》 
江
戸
時
代
、
寺
院
・
神
社
の
な
か
か
ら
選
定
さ
れ
、
寺
社
奉
行

か
ら
出
る
命
令
の
伝
達
や
、
寺
社
か
ら
出
る
訴
訟
の
取
次
ぎ
に

あ
た
っ
た
神
社
や
寺
院
の
こ
と
。 

《
二
家
老
》
小
夫
兵
庫
正
容
と
小
河
又
衛
門
久
成 

 

小
夫
兵
庫
正
容
（
四
十
三
歳
） 

文
久
三
年
（
１
８
６
３
年
）
家
老
と
な
り
、
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
の
際
、

官
軍
に
発
砲
し
朝
敵
と
な
り
ま
し
た
。
朝
敵
事
件
の
責
任
を
と
り
、
正
覚
寺
で
切
腹
し
藩

難
に
殉
じ
ま
し
た
。 

小
河
又
衛
門
久
成
（
二
十
七
歳
）
文
・
武
・
書
の
道
を
治
め
、
慶
応
二
年
（
１
８
６
６
年
）
家
老
と 

な
り
ま
し
た
。
小
夫
兵
庫
正
容
と
と
も
に
朝
敵
事
件
の
責
任
を
と
り
、
檀
那
寺
弘
憲
寺
で

切
腹
し
ま
し
た
。 

【
山
門
】 

 
 

明
和
三
年
（
１
７
６
６
年
）
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
扁
額
は
沙
門
南
国
の
筆
に
よ
る
も
の
で
す
。 

宥遍上人試力石  
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【
弁
天
堂
】 

 

弘
憲
寺
の
鎮
守
社
で
、
本
尊
は
一
面
六
臂
（
一
つ
の
顔
と
６
本
の
腕
を
持
つ
）
の
弁
財
天
、
脇
に
十
五 

童
子
を
配
し
て
い
ま
す
。 

【
平
和
の
塔
】 

 

庵
治
石
で
造
ら
れ
、
高
さ
十
六
ｍ
土
台
は
八
畳
敷
、
石
の
五
重
の
塔
と
し
て
は
日
本
最
大
の
も
の
で
す
。 

戦
争
犠
牲
者
の
慰
霊
塔
と
し
て
、
平
和
祈
願
の
た
め
昭
和
二
十
五
年
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。 

【
生
駒
親
正
墓
所
】
（
県 
史
跡
） 

本
堂
裏
に
は
生
駒
親
正
夫
妻
の
墓
所
が
あ
り
、
大
型
の
五
輪
塔
が
二
基
建
っ
て
い
ま
す
。
昭
和
三
十
年
、

香
川
県
史
跡
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
親
正
の
五
輪
塔
は
高
さ
三
．
〇

九
メ
ー
ト
ル
で
夫
人
の
塔
は
高
さ
二
．
九
〇
メ
ー
ト
ル
，
そ
れ
ぞ
れ

基
壇
の
上
に
建
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
五
輪
塔
は
豊
島
石
（
角
礫
質
凝

灰
岩
）
と
い
わ
れ
る
石
で
、
ど
ち
ら
も
地
輪
（
基
礎
）
の
前
面
に
、

親
正
の
墓
に
は
「
海
依
弘
憲
大
弾
定
門
出
離
生
死
而
巳 
時
慶
長
十

四
己
酉
年
九
月
吉
日 

孝
子
讃
岐
当
国
主
敬
白
」
、
夫
人
の
墓
に
は

「
奉
華
渓
宗
鮮
大
姉 

干
時
慶
長
十
四
年
讃
岐
守
一
正
欽
敬
白
」
と

い
う
刻
銘
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
風
化
し
や
す
い
石
の
性
質
か
ら
、
今
は
剥
落
消
滅
し
て
い
ま
す
。 

生駒親正墓所  
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【
讃
留

さ

る

霊れ

王お
う

神
社
の
祠
】 

 

弘
憲
寺
の
南
西
の
隅
に
讃
留
霊
王
神
社
の
祠
が
あ

り
ま
す
。
元
は
法
勲
寺
に
あ
り
ま
し
た
。 

《
讃
留
霊
王
の
伝
説
》 

景
行
天
皇
の
頃
、
土
佐
の
海
に
大
魚
が
現
れ
て
、 

船

や
人
を
襲
い
暴
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
知
っ
た
景
行

天
皇
は
日
本
武
尊(

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト)

の
子
、

霊
子

れ

い

し(

武
殻
王
・
タ
ケ
カ
イ
コ
オ
ウ)

 

に
悪
魚
退
治
を
命
じ
ま
す
。
悪
魚
退
治
を
命
じ
ら
れ
た
霊
子

れ

い

し

は
さ
っ

そ
く
土
佐
に
向
か
い
ま
す
が 

、
大
魚
は
讃
岐
の
国(

香
川
県)

へ
移
動
し
て
い
ま
し
た
。
大
魚
を
追
い
か
け

て
讃
岐
に
や
っ
て
き
た
霊
子
は
、
船
と
兵
士
を
集
め
大
魚
と
の
戦
に
備
え
ま
す
。
い
よ
い
よ
戦
は
始
ま
り

ま
し
た
が
、
瀬
戸
内
海
を
自
在
に
泳
ぎ
回
る
大
魚
に
、
霊
子
の
乗
っ
た
軍
船
は
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
霊
子
は
何
と
か
大
魚
の
腹
の
中
か
ら
脱
出
す
る
方
法
を
考
え
、
軍
船
に
火
を
つ
け
る
こ
と
を
思
い

付
き
ま
し
た
。
火
に
焼
か
れ
て
も
が
き
苦
し
む
大
魚
の
腹
を
切
り
裂
い
て
、
脱
出
し
大
魚
を
退
治
し
ま
す
。

景
行
天
皇
に
大
魚
退
治
を
認
め
ら
れ
た
霊
子
は
、
讃
岐
の
土
地
を
与
え
ら
れ
、
城
山
に
館
を
構
え
、
讃
留

霊
王
（
讃
岐
に
留
ま
る
霊
王
）
と
な
り
ま
す
。
讃
留
霊
王
（
霊
子
）
は
、
晩
年
新
し
く
館
を
建
て
る
場
所

讃留霊王神社祠  
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を
探
し
、
城
山
か
ら
矢
を
放
ち
ま
し
た
。
矢
が
突
き
た
っ
た
の
は
、
古
代
寺
院
の
法
勲
寺
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。 

そ
の
後
、
讃
留
霊
王
は
百
二
十
四
歳
ま
で
長
生
き
し
、
そ
の
亡
骸
は
現
讃
留
霊
王
神
社
境
内

（
丸
亀
市
飯
山
町
）
に
あ
る
讃
留
霊
王
古
墳
に
葬
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

【
庭
園
】 

客
殿
北
側
に
展
開
す
る
庭
園
は
、
瀬
戸
内
海
を
借
景
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
（
現
在
海
は
見

え
ま
せ
ん
）
低
い
築
山
の
裾
を
沿
う
よ
う
に
西
か
ら
東
に
細
長
い
池
が
穿
た
れ
、
築
山
に
は
瀧
の
石
組
み

が
組
ま
れ
て
い
ま
す
。
瀧
の
水
は
落
ち
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
か
つ
て
は
上
手
に
池
が
あ
り
、
こ
れ
を
水
源

に
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

【
波
引
車

は
び
き
く
る
ま

紋
】 

 

生
駒
家
の
紋
で
あ
る
波
引
車
紋
は
弘
憲
寺
の
紋
で
も
あ
り
ま
す
。 

生
駒
家
の
由
来
を
記
述
し
た
『
讃
羽
綴
遺
録
』
に
よ
る
と
、
生
駒
家
は
家
紋
と
し
て
「
三
亀
甲
」
と
「
丸

車
」
を
併
用
し
て
い
ま
し
た
が
、
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
の
渡
海
時
に
陣
幕
が
半
分
海
に
浸
か
り
、「
丸
車
」

が
半
分
に
見
え
ま
し
た
。
そ
の
時
の
戦
い
で
戦
功
が
あ
っ
た
た
め
、
以
後
半
分
に
な
っ
た
車
の
形
を
家
紋

と
し
、
「
波
引
車
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

な
お
、
平
成
二
十
年
度
史
跡
高
松
城
跡
天
守
台
石
垣
解
体
修
理
工
事
に
伴
い
発
掘
調
査
を
実
施
し
た
際
、
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天
守
台
南
西
隅
の
堀
底
を
掘
削
中
に
装
飾
用
の
瓦
が
出
土
し
ま
し
た
。
瓦
の
表
面
に
車
輪
を
半
分
に
し
た

形
で
「
波
引
車
」
の
家
紋
を
貼
り
付
け
て
い
ま
す
。
家
紋
の
細
部
は
簡
略
化
さ
れ
て
お
り
、
大
き
さ
は
縦

約
十
㎝×

横
約
十
六
㎝×

高
さ
約
二
㎝
で
す
。
発
掘
調
査
に
お
い
て
生

駒
家
家
紋
瓦
の
出
土
は
初
め
て
で
、
同
じ
生
駒
氏
に
よ
っ
て
築
城
さ
れ

た
丸
亀
城
・
引
田
城
な
ど
で
の
出
土
例
も
あ
り
ま
せ
ん
。
出
土
位
置
か

ら
生
駒
期
の
天
守
に
使
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。 

 

４ 

錦
町
・
扇
町
の
町
並
み 

弘
憲
寺
の
あ
る
錦
町
一
帯
は
城
下
町
の
通
り
を
よ
く
残
し
て
い
ま

す
。
通
り
が
ま
っ
す
ぐ
に
通
っ
て
い
な
い
た
め
、
敵
の
攻
撃
に
対
し
て

防
御
の
役
目
を
担
っ
て
い
ま
し
た
。 

城
下
か
ら
西
に
続
く
丸
亀
街
道
に
沿
っ
て
扇
町
（
西
通
り
町
・
木
蔵
町
と
呼
ば
れ
て
い
た
）
が
あ
り
、

戦
災
を
受
け
な
か
っ
た
た
め
、
様
々
な
時
代
の
町
屋
が
い
ま
だ
に
存
在
し
ま
す
。
江
戸
末
期
か
ら
明
治
初

期
に
建
て
ら
れ
た
増
井
家
住
宅
・
笠
井
家
住
宅
・
恵
比
寿
神
社
、
大
正
時
代
に
建
て
ら
れ
た
岡
田
家
住
宅
・

鳥
飼
家
住
宅
な
ど
各
時
代
の
建
築
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 
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平
成
十
八
年
八
月
、
神
奈
川
大
学
西
研
究
室
・
東
海
大
学
小
沢
研
究
室
に
よ
る
「
高
松
市
扇
町
地
区

町
並
み
調
査
報
告
書
」
の
文
を
左
記
に
掲
載
し
て
い
ま
す 

 

【
増
井
家
住
宅
西
棟
】 

通
り
の
南
側
の
敷
地
に
北
向
き
に
建
ち
、
表
か
ら
主
屋
、
坪
庭
、

付
属
棟
が
並
ぶ
。 

 

主
屋
は
間
口
三
間
半
、
奥
行
五
間
、
木
造
、
厨
子
二
階
建
、
切
妻

屋
根
、
本
瓦
葺
、
平
入
、
外
壁
お
よ
び
垂
木

た

る

き

を
漆
喰
で
塗
り
込
め
る
。

一
階
正
面
に
本
瓦
葺
の

庇
ひ
さ
し

を
設
け
、
東
側
に
入
り
口
、
西
側
に
は
持

ち
送
り
で
支
え
ら
れ
る
出
格
子
を
付
け
る
。 

壁
は
黒
漆
喰
塗
で
、
下
部
に
下
見
板
を
張
る
。
二
階
正
面
は
黒
漆

喰
の
塗
込
め
で
、
虫
籠
窓
を
二
つ
設
け
る
。
内
部
は
通
り
庭
形
式
で
、

こ
の
平
面
構
成
は
、
地
域
の
特
色
を
よ
く
示
し
て
い
る
。 

設
計
基
準
尺
は
一
間
を
六
尺
三
寸
と
す
る
内
法

う
ち
の
り

設
計
で
あ
る
。
大

黒
柱
は
南
北
方
向
六
尺
七
寸
、
東
西
方
向
六
尺
四
寸
と
い
う
立
派
な
も
の
で
あ
る
。
建
物
南
側
に
廊
下
が

あ
り
、
東
側
の
建
物
に
通
じ
て
い
る
。
こ
の
廊
下
は
、
当
初
は
縁
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
は
付
属

増 井 邸  
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棟
と
の
繋
ぎ
の
空
間
と
な
っ
て
い
る
。
付
属
棟
は
木
造
、
二
階
建
、
切
妻
屋
根
、
瓦
葺
、
内
部
に
改
修
が

見
ら
れ
る
が
、
構
造
な
ど
は
当
初
の
も
の
で
あ
る
。
建
物
の
西
側
に
六
畳
の
間
が
あ
り
、
南
側
に
幅
一
間

の
押
入
が
あ
る
。 

 

こ
の
押
入
は
、
押
入
内
部
を
三
つ
の
空
間
に
分
け
て
、
上
下
段
を
こ
の
部
屋
が
、
中
段
は
奥
の
座
敷
か

ら
使
う
。
座
敷
は
幅
約
四
尺
の
床
、
天
袋
と
地
袋
を
持
つ
棚
、
幅
一
間
の
付
書
院
が
あ
り
、
長
押
を
廻
し
、

天
井
は
竿
縁
天
井
。
建
築
年
代
は
、
後
当
主
の
ご
教
示
に
よ
る
と
主
屋
が
明
治
四
十
年
、
付
属
棟
が
昭
和

二
十
三
年
と
の
こ
と
で
、
様
式
・
手
法
か
ら
見
て
も
そ
の
頃
の
も
の
と
見
て
矛
盾
し
な
い
。
主
屋
・
付
属

棟
と
も
に
、
扇
町
地
区
の
特
徴
を
よ
く
示
し
、
歴
史
的
背
景
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
点
で
大
変
興
味
深
い
。 

《
内
法

う
ち
の
り

設
計
》 

部
材
の
一
方
の
内
側
か
ら
も
う
一
方
の
内
側
ま
で
の
寸
法
を
基
準
と
し
て
定
め
る

寸
法
の
取
り
方
の
一
つ
。 

 

【
増
井
家
住
宅
東
棟
】 

主
屋
は
間
口
八
間
、
奥
行
五
間
、
木
造
、
厨
子
二
階
建
、
塗
屋
造
、
屋
根
切
妻
造
、
平
入
、
本
瓦
葺
で
、

一
階
正
面
に
庇
を
つ
け
る
。
東
側
は
、
近
年
改
修
さ
れ
て
い
る
。
今
回
は
西
半
分
の
み
調
査
を
行
っ
た
。

西
側
に
は
、
表
か
ら
八
畳
の
部
屋
、
十
畳
の
座
敷
が
あ
り
、
八
畳
の
間
の
南
側
に
、
西
側
の
建
物
の
土
間

か
ら
入
口
が
あ
る
。
十
畳
の
座
敷
に
は
、
西
側
に
幅
一
間
半
の
大
き
な
床
が
あ
り
、
脇
に
は
幅
一
間
の
棚
、



 

11 

幅
一
間
の
付
書
院
が
あ
る
。
床
柱
の
材
は
、
杉
の
し
ぼ
り
丸
太
の
面
皮

め
ん
か
わ

柱
。

十
畳
の
座
敷
の
奥
に
幅
半
間
の
座
敷
の
奥
に
幅
半
間
の
縁
を
廻
し
、
石

庭
に
面
し
て
い
る
。
改
修
さ
れ
て
い
る
が
、
構
造
は
も
ち
ろ
ん
、
大
変

作
り
の
凝
っ
た
構
成
が
見
ら
れ
、
興
味
深
い
。
建
築
年
代
は
、
御
当
主

の
ご
教
示
に
よ
る
と
明
治
元
年
の
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

様
式
・
手
法
か
ら
見
て
も
江
戸
末
期
ま
で
遡
る
と
見
て
よ
い
。 

 

付
属
棟
は
、
木
造
、
平
屋
建
で
、
南
側
に
庇
を
つ
け
る
。
西
側
に
幅

の
狭
い
縁
を
廻
し
、
西
側
に
三
室
を
並
べ
、
南
側
の
西
面
に
茶
室
を
つ

け
る
。
八
畳
の
部
屋
に
は
幅
半
間
、
奥
行
一
尺
五
寸
の
床
が
あ
る
。
脇
床
は
、
障
子
の
開
口
部
と
な
っ
て

い
る
。
南
面
は
、
四
枚
を
一
体
的
に
デ
ザ
イ
ン
し
た
襖
で
、
上
部
に
竹
の
節
欄
間
が
あ
る
。
四
畳
の
間
は

西
側
は
障
子
、
他
の
三
面
は
八
畳
の
間
と
同
じ
デ
ザ
イ
ン
の
襖
。
丸
窓
を
用
い
る
な
ど
、
八
畳
の
間
よ
り

も
、
数
奇
屋
の
要
素
が
多
い
。
天
井
は
竿さ

お

縁ぶ
ち

天
井

て
ん
じ
ょ
う

。
六
畳
の
部
屋
は
、
西
南
の
隅
に
水
屋
が
あ
る
。
縁
は
、

北
側
一
間
分
は
主
屋
の
縁
よ
り
も
幅
の
狭
い
板
、
南
側
は
竹
縁
で
あ
る
。
全
体
的
に
茶
室
に
向
か
う
に
し

た
が
っ
て
徐
々
に
数
奇
屋

す

き

や

の
要
素
が
濃
く
な
っ
て
い
る
。 

茶
室
は
、
西
側
に
幅
五
尺
の
床
が
あ
り
、
天
井
は
掛か

け

込こ
み

天
井

て
ん
じ
ょ
う

で
、
東
側
半
間
は
網
代

あ

じ

ろ

天
井
で
あ
る
。
東

面
に
給
仕
口
が
あ
る
。
南
面
に
は
二
枚
仕
立
て
の
障
子
が
あ
り
、
障
子
の
外
に
竹
の
格
子
と

蔀
し
ど
み

戸ど

を
つ
け 増井邸 書院  
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る
。
西
面
に
、
に
じ
り
口
が
あ
る
。
付
属
棟
の
建
築
年
代
は
、
御
当

主
の
御
教
示
に
よ
る
と
、
明
治
四
十
五
年
で
あ
る
。
石
庭
や
付
属
棟

の
建
具
な
ど
は
京
都
東
福
寺
の
石
庭
な
ど
を
手
が
け
た
庭
園
作
家

重
森

し
げ
も
り

三
玲

み

れ

い

氏
が
、
昭
和
の
三
十
年
頃
に
設
計
し
た
も
の
で
、
氏
の
著

書
「
日
本
庭
園
史
大
系
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

《
竿さ

お

縁ぶ
ち

天
井

て
ん
じ
ょ
う

》 
竿
縁
（
棹
縁
）
と
呼
ば
れ
る
細
い
角
材
を
一
定
間

隔
（
三
十
ｃ
ｍ
～
五
十
ｃ
ｍ
）
で
並
べ
、
そ
の
上

に
天
井
板
を
張
っ
た
も
の
。
天
井
下
地
の
簡
略
化
、

軽
量
化
が
図
れ
る
た
め
に
和
室
の
天
井
に
用
い
ら
れ
る
。 

《
掛か

け

込こ
み

天

井

て
ん
じ
ょ
う

》 

平
天
井
と
化
粧
屋
根
裏
天
井
で
、
構
成
さ
れ
る
形
式
の
こ
と
で
、
お
も
に
茶
室
に
用
い

ら
れ
る
。
化
粧
屋
根
裏
天
井
と
は
、
小
屋
組
を
そ
の
ま
ま
化
粧
材
と
し
て
使
っ
て
い
る

も
の
。 

《
重
森
三

し

げ

も

り

み

玲れ
い

》 

岡
山
県
上
房
郡
賀
陽
町
吉
川
（
現
・
加
賀
郡
吉
備
中
央
町
吉
川
）
の
生
ま
れ
。
日
本
美

術
学
校
で
日
本
画
を
学
ぶ
。
そ
の
後
は
日
本
庭
園
を
独
学
で
学
び
、
昭
和
十
一
年
（
１

増井邸 茶室  

http://www.mmkst.com/interior/menu06_095.html�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E7%9C%8C�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E7%9C%8C�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E7%9C%8C�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%88%BF%E9%83%A1�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%88%BF%E9%83%A1�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%B3%80%E9%83%A1_(%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E7%9C%8C)�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%B3%80%E9%83%A1_(%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E7%9C%8C)�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%B3%80%E9%83%A1_(%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E7%9C%8C)�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%BE%8E%E8%A1%93%E5%AD%A6%E6%A0%A1�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%BE%8E%E8%A1%93%E5%AD%A6%E6%A0%A1�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%BE%8E%E8%A1%93%E5%AD%A6%E6%A0%A1�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%BE%8E%E8%A1%93%E5%AD%A6%E6%A0%A1�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%94%BB�
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９
３
６
年
）
よ
り
全
国
の
庭
園
を
実
測
調
査
し
、
全
国
五
百
箇
所
に
さ
ま
ざ
ま
な
時
代

の
名
庭
実
測
、
古
庭
園
の
調
査
な
ど
に
よ
り
、
研
究
家
と
し
て
日
本
庭
園
史
の
さ
き
が

け
と
な
る
。
京
都
東
福
寺 

方
丈
庭
園
や
志
度
寺 

無
染
庭
な
ど
数
々
の
名
園
を
手
が
け

る
。 

【
笠
井
家
住
宅
】 

 

江
戸
末
期
か
ら
明
治
初
期
の
建
築
。
二
十
年
ほ
ど
前
に
一
階
正
面
の
開
口
部
等
を
改
造
し
て
い
る
が
、

昭
和
十
年
頃
の
古
写
真
に
よ
れ
ば
、
出
格
子
が
長
く
続
く
外
観
だ
っ
た
。
黒
漆
喰
塗
の
外
壁
、
二
階
の
虫

籠
窓
は
現
在
も
踏
襲
さ
れ
、
ま
た
間
口
六
間
の
規
模
は
旧
西
浜
町
の
中
で
も
と
く
に
大
き
く
、
本
来
は
相

応
の
家
格
を
持
つ
家
で
あ
っ
た
と
う
か
が
え
る
。 

 

平
面
は
、
東
寄
り
に
幅
の
広
い
通
り
土
間
を
設
け
、
中
央
に
オ
イ
マ
と
台
所
、
ブ
ツ
マ
と
ザ
シ
キ
を
二

列
に
置
く
。
土
間
の
み
心
々

し
ん
し
ん

制せ
い

（
七
尺
七
寸
）
、
床
上
部
分
は
六
尺
三
寸
の
内
法
制

う
ち
の
り
せ
い

で
あ
る
。
オ
イ
マ
と
台

所
は
近
年
改
造
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
ブ
ツ
マ
と
サ
ジ
キ
は
よ
く
当
初
の
様
子
を
残
し
、
ブ
ツ
マ
に
仏
壇

を
置
き
、
座
敷
に
ト
コ
・
タ
ナ
・
付
書
院
を
備
え
る
。
ブ
ツ
マ
は
竿さ

お

縁ぶ
ち

天
井

て
ん
じ
ょ
う

だ
が
、
道
路
か
ら
半
間
の
位

置
に
上
屋
桁
を
見
せ
、
仏
壇
を
置
く
た
め
の
押
入
れ
の
床
を
一
段
高
く
設
え
る
。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E7%A6%8F%E5%AF%BA�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%97%E5%BA%A6%E5%AF%BA�
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ま
た
、
ザ
シ
キ
は
良
材
を
用
い
た
端
正
な
造
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、

ブ
ツ
マ
の
欄
間
は
笠
井
家
の
家
紋
を
入
れ
て
お
り
、
笠
井
家
所
有
後

の
物
で
あ
る
。
二
階
は
、
小
屋
組
を
そ
の
ま
ま
見
せ
、
根
太
天
井
で

あ
る
オ
イ
マ
や
土
間
の
上
部
を
物
置
に
用
い
る
。
小
屋
組
は
、
ザ
シ

キ
・
ブ
ツ
マ
上
部
の
み
和
小
屋
、
土
間
と
オ
イ
マ
上
部
は
登
り
梁
構

造
で
、
こ
れ
は
物
置
に
使
用
す
る
部
分
の
み
小
屋
裏
が
広
く
取
れ
る

登
り
梁

の

ぼ

り

ば

り

を
用
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
登
り
梁
を
受
け
る
地

棟
木
は
梁
組
で
支
え
て
お
り
、
登
り
梁
部
分
に
も
梁
組
が
混
在
す
る
。

こ
の
小
屋
組
み
は
外
観
と
も
連
動
し
、
登
り
梁
を
受
け
る
柱
は
虫
籠

窓
の
中
央
位
置
に
配
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
た
め
虫
籠
の
格
子
は
中
央

１
本
の
み
太
く
な
る
。
外
観
意
匠
と
構
造
が
合
わ
せ
て
計
画
さ
れ
て

い
る
点
が
興
味
深
い
。
主
屋
背
後
に
は
、
西
寄
り
に
便
所
、
そ
の
奥
に
茶
室
（
現
存
建
物
は
後
の
新
築
）

が
あ
っ
た
と
い
い
、
中
庭
を
「
ツ
ボ
ノ
ウ
チ
」
と
呼
ん
だ
と
い
う
。
庭
に
は
井
戸
と
石
敷
き
の
洗
い
場
が

残
り
、
当
時
の
生
活
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。 

《
心
々
制

し
ん
し
ん
せ
い

》 

心
々
と
は
、
部
材
間
の
距
離
を
あ
ら
わ
す
方
法
の
ひ
と
つ
で
、
部
材
間
の
中
心
か
ら
中
心

ま
で
の
距
離
を
測
る
こ
と
、
ま
た
は
そ
の
距
離
の
こ
と
で
、
心
々
寸
法
な
ど
と
も
言
わ
れ

笠 井 邸  
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て
い
る
。 

《
内
法
制

う
ち
の
り
せ
い

》 

１０
ペ
ー
ジ
の
内
法
設
計
の
注
を
参
照
。 

《
登
り
梁

の

ぼ

り

は

り

》 
梁
自
体
が
水
平
で
な
く
、
屋
根
勾
配
な
ど
に
合
わ
せ
て
斜
め
に
架
け
ら
れ
る
梁
の
こ
と
。 

 

【
恵
比
寿
神
社
】 

 

敷
地
は
街
道
の
北
側
に
位
置
し
、
本
殿
は
少
し
奥
ま
っ
て
い
る
。
当
初
は
通
り
ま
で
す
べ
て
境
内
で
あ

っ
た
が
、
現
在
は
住
宅
が
建
っ
て
い
る
。
拝
見
し
た
資
料
に
よ
る
と
当
初
は
街
道
か
ら
配
電
・
本
殿
ま
で

ま
っ
す
ぐ
参
道
が
通
り
、
狛
犬
、
燭
台
、
拝
殿
、
本
殿
が
あ
り
、
拝
殿
横
に
社
務
所
と
い
う
構
成
で
あ
っ

た
。
建
物
は
南
か
ら
拝
殿
、
幣
殿
、
そ
の
奥
に
本
殿
が
あ
る
。
本
殿
と
幣
殿
は
板
塀
と
仮
設
屋
根
で
接
続

し
て
い
る
。
ま
た
稲
荷
社
を
拝
殿
西
側
に
付
設
す
る
。
敷
地
内
に
は
、
狛
犬
、
石
柱
、
手
水
鉢
、
石
灯
籠

が
あ
る
。 

 

本
殿
は
、
木
造
、
一
間
社

流

造

な
が
れ
づ
く
り

、
銅
板
葺
。
身
舎

も

や

丸
柱
、
切
り
目
長
押

な

げ

し

、
内
法
長
押
、
頭

か
し
ら

貫ぬ
き

木き

鼻ば
な

付
、

出
組
、
向
拝

こ
う
は
い

角
柱
、
中
備
蟇
股
、
海
老
紅こ

う

梁
り
ょ
う

、
妻
飾

つ
ま
か
ざ
り

紅
梁
大
幣
束
。
正
面
と
側
面
の
三
方
に
縁
を
つ
け
る
。

建
具
は
正
面
に
桟
唐
戸
。
側
面
お
よ
び
背
面
は
板
壁
。
基
壇
が
高
く
、
ま
た
縁
高
も
高
い
た
め
、
棟
位
置

は
拝
殿
と
同
程
度
の
高
さ
に
な
っ
て
い
る
。 
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幣
殿
は
木
造
、
切
妻
屋
根
、
桟
瓦
葺
き
。
拝
殿
は
木
造
、
入
母
屋
造
、
本
瓦
葺
、
平
入
。
桁
行
三
間
半
、

梁
間
二
間
。
向
拝
に
は
中

備

蟇

な
か
ぞ
な
え
か
え
る

股ま
た

、
虹
梁
。
全
体
と
し
て
簡
素
な
造
り
と
な
っ
て
い
る
。
隅
棟
に
花
を
模

し
た
特
長
的
な
留
蓋
瓦
が
あ
る
。
正
面
に
縁
を
付
け
、
壁
は
板
壁
。
天
井
は
竿
縁
、
床
は
板
敷
。
内
部
の

壁
や
開
口
部
は
改
修
さ
れ
て
い
る
。 

拝
殿
の
西
側
に
付
設
す
る
稲
荷
社
は
、
木
造
、
切
妻
屋
根
、
平
入
。
拝
む
部
分
と
祀
る
部
分
の
二
室
構

成
で
あ
る
。
改
修
が
行
わ
れ
た
た
め
か
、
全
体
的
に
新
し
い
材
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
聞
き
取
り
に

よ
る
と
当
初
の
配
置
は
現
在
と
異
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
建
築
年
代
を
明
確
に
示
す
資
料
を
欠
く
が
、
様

式
・
手
法
か
ら
み
て
、
拝
殿
は
明
治
期
の
可
能
性
が
高
い
。
本
殿
は
や
や
時
代
が
下
が
る
よ
う
だ
が
、
明

治
か
ら
大
正
期
に
見
て
お
く
。
幣
殿
お
よ
び
稲
荷
社
は
、
改
変
が
多
く
年
代
の
特
定
は
困
難
だ
が
、
大
正

期
の
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。 

《
一
間
社

流
な
が
れ

造
》 

左
右
対
称
で
、
左
右
方
向
に
は
偶
数
本
の
柱
が
配
さ
れ
る
。 

母
屋
の
柱
は
丸
柱
、

向
拝
は
面
取
角
柱
で
上
に
舟
肘
木
を
載
せ
る
。 

桁
行
（
横
に
並
ん
だ
柱
の
間
）
が
一

間
で
あ
れ
ば
（
柱
が
二
本
）
一
間
社
流
造
。 

《
身
舎

も

や

》 
 

 
 

寝
殿
造
り
で
、

庇
ひ
さ
し

に
対
し
、
家
屋
の
主
体
を
な
す
部
分
。 

《
切
り
目
長
押

な

げ

し

》  

敷
居
と
縁
板
の
段
差
部
分
に
取
り
付
け
ら
れ
る
長
押

な

げ

し

の
こ
と
。 

《

頭
か
し
ら

貫ぬ
き

木き

鼻ば
な

付
》 

木
鼻
は
木
端
と
も
あ
ら
わ
さ
れ
る
様
に
「
木
の
端
」
を
意
味
し
て
い
る
。
複
数
の
縦
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柱
を
横
に
貫
ら
抜
い
て
い
る
柱
（
頭
貫
：
か
し
ら
ぬ
き
）
や
虹こ

う

梁
り
ょ
う

等
の
端
に
付
け
ら
れ

た
彫
刻
の
事
。 

《
中

備

蟇

な
か
ぞ
な
え
か
え
る

股ま
た

》 

板
蟇
股
の
脚
内
を
彫
り
く
ぼ
め
て
本
蟇
股
の
よ
う
に
見
せ
た
も
の
。 

《
向
拝

こ
う
は
い

》 
 

 

社
殿
や
仏
堂
で
、
屋
根
を
正
面
の
階
段
上
に
張
り
出
し
た
部
分
。
参
拝
者
の
礼
拝
す
る

所
。 

《
海
老
紅こ

う

梁
り
ょ
う

》 

虹
梁
は
、
向
拝
で
用
い
ら
れ
る
梁は

り

で
弓
形
に
反
っ
た
梁
を
海
老
紅
梁
と
い
う
。 

《
妻
飾

つ
ま
か
ざ
り

》 
 

 

切
妻
屋
根
、
入
母
屋
屋
根
の
妻
面

つ
ま
め
ん

の
装
飾
の
こ
と
。 

《
妻
面

つ
ま
め
ん

》 
 

 

切
妻
や
ア
ー
チ
な
ど
の
両
端
の
三
角
形
あ
る
い
は
半
円
に
に
な
っ
た
側
面
の
側
を
あ
ら

わ
す
。 

 

５ 

愛
宕
神
社 

祭 

神 

（
火
産

ほ

む

霊
神

す
び
の
か
み 

伊
邪
那

い

ざ

な

美み
の

神
み
こ
と

） 

【
歴 

史
】 

讃
岐
名
勝
図
会
に
掲
載
さ
れ
た
挿
絵
に
よ
る
と
、
こ
の
神
社
の
裏
側
・

北
側
に
糸
浜
と
呼
ば
れ
る
海
浜
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
現
在
は
Ｊ
Ｒ
線

が
走
っ
て
い
ま
す
。 

江
戸
時
代
末
期
の
城
下
絵
図
に
よ
る
と
糸
撚
愛
宕
社
と
あ
り
、
北
側
が
海

愛 宕 神 社  
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と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
糸
浜
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
同
図
に
よ
る
と
蓮
華
寺
に
愛
宕
別
当

蓮
花
寺
と
あ
り
、
蓮
華
寺
が
愛
宕
社
の
別
当
寺
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

建
治
元
年
（
１
２
７
５
年
）
野
原
郷
の
西
浜
城
主
の
岡
田
丹
後
守
清
高
に
よ
っ
て
、
弓
箭
の
神
と
し
て
創

祀
さ
れ
ま
し
た
。
後
、
糸
浜
の
松
林
中
の
景
勝
地
に
鎮
座
す
る
住
吉
神
社
の
傍
ら
に
遷
さ
れ
、
鎮
火
、
尚

武
の
神
と
し
て
近
在
の
人
々
に
敬
わ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

文
安
年
間
（
１
４
４
４
年
～
４
９
年
）
岡
田
丹
後
守
宗
高
に
よ
っ
て
神
域
が
拡
張
さ
れ
、
元
亀
元
年
（
１

５
７
０
年
）
に
は
社
殿
が
修
築
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

生
駒
氏
は
当
社
を
祈
願
所
と
す
る
と
と
も
に
、
寛
永
１
６
年
（
１
６
３
９
年
）
に
社
領
を
寄
進
し
ま
し
た
。

高
松
松
平
家
初
代
・
頼
重
も
厚
く
崇
敬
し
た
そ
う
で
す
。 

讃
州
府
誌
に
「
岡
田
丹
後
源
清
高
居
二
香
川
郡
坂
田
郷
一
弘
安
中
建
二
箆
原
西
浜
愛
宕
社
一
修
二
復
王
子

権
現
一
／
弘
安
年
間
（
１
２
７
８
年
～
８
８
年
）
」
と
あ
っ
て
、
上
記
と
の
年
代
等
は
合
致
し
な
い
も
の
の
、

東
隣
の
若
一
王
子
神
社
と
の
関
係
を
示
峻
し
て
い
ま
す
。 

愛
宕
神
社
の
境
内
末
社
と
し
て
住
吉
神
社
が
あ
り
ま
す
。
も
と
も
と
は
住
吉
神
社
の
鎮
座
す
る
場
所
に
愛

宕
神
社
が
移
っ
て
き
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
住
吉
神
社
そ
の
も
の
は
城
下
町
の
北
西
に
あ
り
、
潮
留
の
宮

と
し
て
藩
主
の
崇
敬
が
篤
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

な
お
、
住
吉
神
社
は
表う

わ

筒
男

つ

つ

お

命
の
み
こ
と

、
中
筒
男

な
か
つ
つ
お
の

命
み
こ
と

、
底そ

こ

筒
男

つ
つ
お
の

命
み
こ
と

以
外
に
大
物
主
命
、
崇
徳
天
皇
、
素
盞
之

す

さ

の

お

の

命
み
こ
と
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を
祭
神
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
昭
和
４
年
（
１
９
２
９
年
）
に
境
内
末
社
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
八
坂

神
社
と
琴
平
神
社
を
合
祀
し
た
た
め
で
す
。 

【
現 
況
】 

 

讃
岐
名
勝
図
会
に
掲
載
さ
れ
た
挿
絵
に
よ
る
と
、
こ
の
神
社
の
裏
側
・
北
側
に
糸
浜
と
呼
ば
れ
る
海
浜

が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
現
在
は
埋
立
が
進
ん
で
お
り
、
神
社
は
海
岸
線
か
ら
離
れ
た
場
所
に
鎮
座
し
て

い
ま
す
。 

現
在
、
北
側
に
は
Ｊ
Ｒ
線
が
走
っ
て
い
ま
す
。
高
松
駅
も
近
く
、
同
駅
が
行
き
止
ま
り
構
造
に
な
っ
て

い
る
特
殊
な
駅
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
瀬
戸
大
橋
線
、
予
讃
線
、
土
讃
線
、
高
徳
線
の
上
り
下
り
列
車
が
神

社
の
裏
を
駆
け
抜
け
て
い
ま
す
。
四
国
島
内
に
限
れ
ば
、
列
車
が
一
番
多
く
通
る
線
路
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

西
側
に
は
高
松
市
の
扇
町
公
園
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
西
側
、
さ
ら
に
は
東
か

ら
南
に
は
古
い
住
宅
地
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
特
に
神
社
の
南
か
ら
西
に
か
け

て
の
一
帯
は
、
昭
和
二
十
年
七
月
四
日
の
高
松
大
空
襲
に
よ
る
焼
失
を
免
れ
た

城
下
町
・
木
蔵
町
で
、
現
在
は
地
名
と
と
も
に
か
な
り
変
わ
っ
て
い
ま
す
が
、

一
部
に
名
残
を
残
し
て
い
ま
す
。 

東
、
正
確
に
い
え
ば
東
南
東
に
は
、
愛
宕
神
社
を
創
祀
し
た
岡
田
氏
に
よ
っ

て
同
じ
く
創
祀
さ
れ
た
若
一
王
子
神
社
が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
線
路
を
距へ

だ

て
て
北
東
に
あ
る
蓮
華

若一王子神社  
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寺
も
岡
田
氏
と
の
関
係
が
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
中
世
，
当
社
の
鎮
座
地
を
含
む
あ
た
り
に
，
岡
田
を
苗
字

と
す
る
有
力
氏
族
が
勢
力
を
振
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。 

 
【
参
考
文
献
】 

『
弘
憲
寺
の
名
宝
展
』 

 
 

平
成
十
年
十
一
月
発
行 

高
松
市
歴
史
資
料
館 

『
創
立
百
周
年
記
念
誌
』 

 

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
八
日
発
行 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高
松
市
立
二
番
丁
小
学
校
創
立
百
周
年
記
念
実
行
委
員
会 

     

↑野球踏切
 


